
市民向け　　令和６年能登半島地震　支援制度一覧（R７（202５）.12.31　現在）

１　住宅の確保・生活再建のための支援 ：受付終了
制度名 概要 該当区分 申請期限 連絡先 決定件数 決定額（円）

住宅緊急修理制度
被害拡大防止のため、屋根、外壁等の必要な部分に対
して、施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼す
るもの（1 世帯あたり 50,000 円以内）

住宅が準半壊程度
の損傷を受けた方

申込・修理完了期
限：令和6年1月31
日まで

建築住宅課
指導係
21-2291

2 83,380

住宅応急修理制度
日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に
修理する場合、支援が受けれる制度

居住する住宅が準
半壊以上の罹災証
明を受けた方

申込期限：令和6年
12月27日まで
修理完了期限：申込
期限までに申し込
みされた工事が完
了するまで

建築住宅課
指導係
21-2291

23 18,881,933

住宅再建資金の融資に
対する利子補給

住宅の建設・購入・補修を行うための資金の借り
入れに対する利子の補給

住宅の被害により
罹災証明を受けた
方

申込期限：
令和8年12月31日
まで

建築住宅課
審査係
21-2291

購入：１
補修：２

70,601

災害援護資金貸付金
世帯主が負傷した世帯や住居・家財に被害を受
けた世帯に、生活の再建に必要な資金を貸付

半壊以上

令和6年4月30日
まで
（一部令和６年９月
３０日まで）

防災・原子力課
防災係
21-2316

1 1,700,000

被災者生活再建支援金
居住する住宅に被害を受けた世帯に対し、支援
金を支給

居住する住宅が半
壊以上または床上
浸水の罹災証明を
受けた方

県市制度及び
国制度基礎支援金：
令和8年１月３１日
国制度加算支援金：
令和９年１月３１日

市民活動支援課
43-9127

23 13,125,000

公営住宅の提供
家屋に被害を受けた方に、公営住宅を一時的に
無償で提供

住宅の被害により
罹災証明を受けた
方

当面の間
建築住宅課
公営住宅係
21-2290

1 22,000

柏崎市液状化被災宅地
復旧支援事業

令和 6 年能登半島地震により液状化被害を受
けた宅地で、所有者などが行う宅地復旧に
要する経費を支援

居住する住宅が準
半壊以上の罹災証
明を受けた方

実績報告書提出
期限：令和９年３
月３１日まで

都市計画課
21-2298

6 14,788,000

制度名 概要 該当区分 申請期限 連絡先 決定件数 決定額（円）

市県民税の減免
市県民税を所得の状況に応じて一定の割合で減
免（令和5年度の普通徴収第4期分、給与特別徴
収1月分から5月分、年金特別徴収2月分）

居住する住家の損
害が半壊以上

原則として、令和6
年7月31日

税務課
市民税係
21-2247

21 491,100

雑損控除（所得税・
市県民税）
軽減免除（所得税）

震災によって個人が所有する資産（住宅・家財
等）に損害を受けた場合、令和5（2023）年分申
告または令和6（2024）年分申告いずれかの年
分を選択して総所得金額等から一定額を控除な
ど

被害を受けた資産の
所有者が以下の①②
いずれかに該当
①納税者本人
②納税者と生計を一
にする配偶者やその
他親族で、その年の
総所得金額等が48
万円以下の者

所得税については当面の
間

市県民税については、納
税通知書が送達されてか
ら5年間
ただし、令和6年度に控除
を適用する場合に限り、そ
の年度の納税通知書が送
達されるまで

柏崎税務署
個人課税部門
22-2131（代表）

税務課
市民税係
21-2247

令和5年
分申告

市県民税
3

令和5年分申告

（所得控除額）
17，080，710

固定資産税・都市計
画税の減免

家屋は半壊以上、土地は区画、形質に2/10以上
の被害を受けた場合に一定の割合で減免（令和
5年度第４期、令和６年度分）

住家の損害が半壊
以上など

令和7年7月31
日まで

税務課
土地係
21-2256

36 585,600

被災家屋の代替家屋に
対する固定資産税・都
市計画税の特例

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のう
ち、被災家屋の床面積相当分の税額について、
取得の翌年から4年度分を2分の1に減額する
もの。

住家の損害が半壊
以上など

【適用対象】
令和11年3月31日ま
でに取得した代替家屋

税務課
家屋係
21-2256

0 0

国民健康保険税の減
免

被害の程度により、所得等の状況に応じて一定
の割合で減免（令和5年度分及び令和６年度分
の国民健康保険税であって、令和6年1月1日か
ら令和7年3月31日までの間に納期限が設定さ
れているもの。
※特別徴収の場合は、特別徴収年金給付の支払
日）

居住する住家の損害
が半壊以上の世帯

令和7年3月31日（該
当と思われる方には
別途お知らせします。）

国保医療課
国民健康保険係
21-2315

24 557,900

市税の徴収猶予

災害を受け、収支や財産状況の悪化により市税
を一時に納付することが困難な場合に、納付で
きない金額を限度として、原則として1年以内の
期間に限り、猶予が認められる制度。

災害を受けたこと
により市税を一時
に納付することが
困難

なし
税務課
納税係
21-2252

0

国民健康保険加入者
の医療費（一部負担
金）免除

被害の割合に応じて、国保加入者の医療保険窓
口負担が免除

居住する住家の損
害が半壊以上

【対象】
令和6年12月31日ま
でに受診した該当者
（該当と思われる方に
は別途お知らせしま
す。）
【適用（申請）期限】
支払日の翌日から２年

国保医療課
国民健康保険係
21-2315

23 1,244,329

後期高齢者医療保険
料の減免

75 歳以上の方または世帯の主たる生計維持者
が被害を受けた場合、被害の状況等に応じて後
期高齢者医療保険料が一定の割合で減免（令和
5年度分及び令和６年度分の保険料であって、
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間
に納期限が設定されているもの。※特別徴収の
場合は、特別徴収年金給付の支払日）

居住する住家の損
害が半壊以上

令和7年3月31日（該
当と思われる方には
別途お知らせします。）

国保医療課
高齢者医療係
21-2210

12 649,600

後期高齢者医療保険
加入者の医療費（一
部負担金）免除

被害の割合に応じて、75歳以上の方の医療保
険窓口負担が免除

居住する住家の損
害が半壊以上

【対象】
令和6年12月31日ま
でに受診した該当者
（該当と思われる方に
は別途お知らせしま
す。）
【適用（申請）期限】
支払日の翌日から２年

国保医療課
高齢者医療係
21-2210

12 1,469,134

介護保険料の減免

65 歳以上の方（第 1 号被保険者）または世帯
の主たる生計維持者で、被害を受けた場合、介
護保険料が所得等の状況に応じて一定の割合で
減免（令和5年度分及び令和６年度分の介護保
険料であって、令和6年1月1日から令和7年3
月31日までの間に納期限が設定されているも
の。)

居住する住家の被
害が半壊以上

令和7年3月31日（該
当と思われる方には
別途お知らせします。）

介護高齢課
介護保険料係
21-2224

52 1,150,200

２　税・保険料等の支援
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介護保険サービス利
用者負担金の減免

介護保険サービスを利用する要介護(要支援)の
方で、被害を受けた場合、介護保険サービス利
用者負担金が所得等の状況に応じて一定の割
合で減免

居住する住家の被
害が半壊以上

【対象】
令和6年12月31日ま
でに受診した該当者
（該当と思われる方に
は別途お知らせしま
す。）
【適用（申請）期限】
支払日の翌日から２年

介護高齢課
介護保険料係
21-2224

7 1,552,297

【日本年金機構】
国民年金保険料の
免除

国民年金被保険者の方で、損害を受けられ
た方等の国民年金保険料の免除

住宅、家財、その他
の財産のいずれか
が、その価値のお
おむね2分の1以上
の損害を受けられ
た方

詳細は、連絡先にお
問い合わせくださ
い。

日本年金機構柏崎
年金事務所国民年

金課

38-0566
市民課国民年金係

21-2201

0

水道・下水道料金
の支払い猶予

水道・下水道料金の支払いが困難な場合に
支払い期限の延長

災害を受けたこ
とにより水道・下
水道料金を一時
に支払いするこ
とが困難

令和6年
3月31日まで

上下水道局
料金センター
32-8611
上下水道局
経営企画課
料金係
22-4111

0

漏水減免
地震を起因とした漏水申請による水道・下
水道料金の減免

建物、敷地内で漏
水が発生した場
合

令和6年
3月31日まで

上下水道局
料金センター
32-8611
上下水道局
経営企画課
料金係
22-4111

水道
93件

下水道
68件

5,244,140

4,006,098

制度名 概要 該当区分 受け入れ期限 連絡先 決定件数 受入れ量（Kg）

家庭からの災害ごみ
（片付けごみ）

地震により、使用できなくなった家具や電化製
品、割れたガラスや食器などの「災害ごみ（片付
けごみ）」を受け入れ

地震により被害を
受けた方

令和6年
3月30日まで

環境課
クリーン推進係
23-5170

22 46,620

4 公費解体
制度名 概要 該当区分 申請期限 連絡先 決定件数 決定額（円）

被災した家屋・建物
の公費解体

地震によって損壊した家屋・建物について、二次
災害の防止や生活環境保全などを目的に、国の
制度に基づき、市が所有者に代わって被災家屋
等の解体・撤去を行うもの
すでに自費で解体している場合は、かかった費
用のうち、国の制度で認められる費用を市が償
還するもの

個人や中小企業者
が所有する家屋・
建物のうち、半壊
以上の判定を受け
たもの

令和6年
11月29日まで

環境課
クリーン推進係
23-5170

13 45,331,000

３　生活面の支援

2


